
北海道森林管理局入札監視委員会審議概要

（ホームページ掲載日：平成２３年１０月１７日）

開 催 日 及 び 場 所 平成２３年１０月５日（水曜日） 中会議室
委 員 前 田 憙 秀 （前田憙秀税理士事務所）

青 木 豪 （青木法律事務所）
西 村 進 （西村公認会計士事務所）

審 議 対 象 期 間 平成２３年４月１日～平成２３年６月３０日
５３３件 うち、１者応札案件８０件

審 議 対 象 案 件
契約の相手方が公益財団法人の案件２３件

８３件 うち、１者応札案件 ２件
（抽出率 １５．６％） （抽出率 ２．５％）

抽 出 案 件
契約の相手方が公益財団法人の案件 ０件

（抽出率 ０％）
２４件 うち、１者応札案件 ２件

一 般 競 争
契約の相手方が公益財団法人の案件 ０件

公募型指名競争 該当なし
指
名
競 工事希望型競争 該当なし

工事 争

その他の指名競争 該当なし

随 意 契 約 該当なし

２５件 うち、１者応札案件 ０件
一 般 競 争

契約の相手方が公益財団法人の案件 ０件

公募型競争 該当なし
指
名
競 簡易公募型競争 該当なし
争

その他の指名競争 該当なし

業務
公募型プロポーザル 該当なし

随 簡易公募型プロポー 該当なし
抽 意 ザル
出 契
案 約 標準型プロポーザル 該当なし
件
内 １件 うち、１者応札案件 ０件
訳 その他の随意契約

契約の相手方が公益財団法人の案件 ０件



３２件 うち、１者応札案件 １件
一 般 競 争

契約の相手方が公益財団法人の案件 ０件

物品・ 指 名 競 争 該当なし
役務等

随意契約（企画競争・公 該当なし
募）

１件 うち、１者応札案件 ０件
随意契約（その他）

契約の相手方が公益財団法人の案件 ０件

（特記事項）
・ 北海道森林管理局公正入札等調査委員会からの入札等談合情報等に関する報告について

意見・質問 回 答

１ Ｃ７４造林 １ 内訳は、作業道が約45km、委員からの意見・質問、それに対する

作業道等修理を391.5km発 歩道が約345kmであり、国有林回答等

注しているが、当該森林管 内にはりめぐらされている歩
理署に作業道がそれほどた 道の草刈がほとんどである。
くさんあるのか。

２ 随意契約に関する四半期 ２ 車両の点検等は、一般競争
毎の監査結果概報の指導状 入札により単価契約してい
況で、車両定期点検におい る。２２年度同契約の対象で
て随意契約が見られたとあ あった車両のうち、２台が３
るがどのような内容か。 月の車両点検の際点検漏れと

なったが、２３年度の同契約
の際には、この２台について
契約をしておらず、かつ早期
に点検を行う必要があったこ
とから、随意契約を行ったと
ころである。

３ 単価契約（車両点検等） ３ 立地条件を勘案し、離島
は全道一律で行っているの （利尻、礼文、奥尻）の車両
か。 は単独で随意契約により実施

しているが、これを除く北海
道森林管理局管内の車両は、
全道１本で一般競争入札によ
り車両点検等の単価契約を行
っている。

４ 燃料等の契約はどのよう ４ 基本的には、森林管理署単
に行っているか。 位で単価契約を行っている。

５ Ｃ３造林 ５ 様々なケースがあるが、例
第１回入札で無効とある えば、名前の間違いや金額の

が、どのような内容か。 記入漏れ等が考えられる。

６ 工事費内訳書を分析する ６ 業者間の工事種別ごとの金
意味や、分析結果をどのよ 額の比較や、適用している歩



うに活かそうとしているの 掛が反映されているかなどを
か。 分析し、今後の積算に活かそ

うと考えている。

７ Ｄ１６素材生産 ７ 比較項目が少ないことや、
分析グラフが似通ってい 以前から道南地区で事業を行

るが、この結果をどのよう っている業者であることか
に分析しているか。 ら、積算金額が似通ったもの

と考えられる。

８ 業者はどのように入札価 ８ 過去の実績や、公表してい
格を決めているのか。 る入札結果等を参考に積算

し、入札価格を決めていると
思われる。

９ 工事種別の一般管理費等 ９ 一般管理費の中に明細項目
は、どのように積算してい があり、その金額により積算
るのか。 し、一般管理費としている。

１０ ＡＡ１治山コンサル １０ 昨年度の災害予算を翌年
奥尻島の昨年７月の豪 に繰り越したものであり、

雨災害地において、工事 契約は既に済んでおり着手
に着手するのはいつか。 済である。

委員会による意見の具申又は勧告内容 なし
［これらに対し部局長が講じた措置］

事務局：北海道森林管理局企画調整部業務調整課

（注１） 必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

（注２） 公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１項に

規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。


